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荒川区人権推進指針（改定素案） パブリック・コメントの実施結果 

 

（１）意見募集期間 

令和７（2025）年 11 月 11 日（火）～12 月２日（火） 

 

（２）閲覧場所等 

区役所４階総務企画課・地下１階情報提供コーナー、荒川さつき会館、荒川区 

ホームページ 

 

（３）意見提出数 

３名４団体・1８件 

内訳 Logo フォーム：3 名 1 団体・14 件、電子メール：1 団体 1 件、 

持ち込み：0 件、FAX：1 団体 2 件、その他：1 団体 1 件 

 

（４）意見の内訳 

   

（５）意見に対する区の考え方 

  

 

 

 

①指針全般についての意見 0 件 

②各章の具体的な内容に関する意見 12 件 

  

基本理念・人権推進指針（４項目）に関すること   2 件 

人権課題 「女性」に関すること  2 件 

人権課題 「子ども」に関すること  4 件 

人権課題 「高齢者」に関すること  1 件 

人権課題 「障がい者」に関すること  2 件 

人権課題 「外国人」に関すること  1 件 

③その他 6 件 

合    計 18 件 

◎ 計画に新たに反映する     5 件 

○ 既に盛り込んでいる       1 件 

― 意見・要望としてお聞きする   12 件 

合    計 18 件 
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（６）意見の概要と意見に対する区の考え方 

≪各章の具体的な内容に関する意見≫ 

№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 

基
本
理
念
・
人
権
推
進
指
針 

第３章２ 基本理念を「全ての
人々が個性や違いを認め合い、互
いの人権が尊重される平和な社
会の実現」に改め、個性だけでな
く、人種、国籍など個性で括れな
い問題があるので、「違いを認め
合う」という文言を明記してほし
い。 
また、同章３ 荒川区人権推進

指針（２）のタイトルにも「様々な違
いを認め合い」と明記してほしい。
    

人種や国籍等は、一人の人間
としての「個性」ではなく、出自に
よる「違い」であり、その「違い」
を認め合う社会としていく必要
があることはご指摘のとおりで
あり、素案の第３章「３ 荒川区人
権推進指針」「(2) 互いに個性
を認め合い、共生できる寛容な
まちを目指します」の本文中に
も、「荒川区は、文化や立場の異
なる多様な区民同士をつなぎ、
全ての人がそれぞれの個性や違
いを認め合い、共生できる寛容
なまちを目指します。」という文
言を記載しています。 
素案の基本理念・指針（２）のタ

イトルには「違い」という文言を
記載しておりませんでしたが、ご
意見を参考に、基本理念に「違
い」の文言を加えるとともに、指
針（２）を「個性や違いのある他者
を認め、理解し合い、共生できる
寛容なまちを目指します」としま
す。 
 

◎ 
6 
～ 
7 

２ 

第３章３（３）「人権意識が広く行
き渡ったまちを目指します」の「人
権意識」の中身として「あらゆる差
別を許さないという人権意識が
…」と明記してほしい。 

第３章３(3)に記載している
「人権意識」という文言について
は、全ての人が差別を受けるこ
となく、人として尊重され、自分
らしく生きることができること、
個性や違いを互いに認め合うこ
とといった広範な人権に関する
意識を示すものと捉えており、ご
指摘のありました「あらゆる差別
を許さない」という意識も含ん
だ内容としております。 
 

ー 
6 
～ 
7 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

3 
女
性 

「第 4 章 人権課題ごとの取組」
「１ 女性」＜取組の方向性＞の困
難女性支援について、「最適な支
援を行えるよう関係機関等とも連
携」との記載があるが、この記載
を「最適な支援を行えるよう性犯
罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センターをはじめ、関係
機関等とも連携」として、「性犯
罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センター」または「性犯
罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センター（性暴力救援セ
ンター・SARC 東京）」を追記して
ほしい。 
（理由） 

困難女性支援法は、売春防止法
を法的根拠とした婦人保護事業の
見直しの必要性から制定されたも
のであるが、運用面では売春防止
法に基づいて設置されていた婦
人相談所が「女性相談支援センタ
ー」と名称を変えて支援が行われ
ているため、実践面では婦人保護
事業が事業開始当初は想定して
いなかった、性暴力・性被害に遭
った 10 代の女性への支援や、近
年では、ＡＶ出演強要、ＪＫビジネス
問題への対応（※ 困難な問題を
抱える女性への支援のあり方に関
する検討会中間まとめ＜概要＞ 
令和元年１０月より）についてはま
だ経験が浅く、性暴力・性犯罪被
害者の人権救済の実効性を高め
るためには、第一に「性犯罪・性暴
力被害者のためのワンストップ支
援センター」との連携が必要不可
欠であるため。そのことを行政職
員、関係諸団体、すべての区民に
周知するためにも、明記していた
だくことが重要であると考える。 
 

東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センターとの連
携については、区としてもその必
要性を認識しており、区報人権
週間特集号やホームページにお
いて、犯罪被害にあった方の相
談窓口として掲載し、周知に努め
ております。また、同センターに
「子供・保護者専用性被害相談ホ
ットライン」が設置されて以降
は、子どもに係る相談窓口に同
ホットラインを追加し、周知して
いるところです。 

本項の「困難女性」は、性犯罪・
性暴力被害者のほか、ひとり親
や経済的に困窮状態にある方な
ど様々な困難を抱えた女性を総
称しており、それぞれが抱える困
難の内容によって連携先の機関
が異なることから、包括的な表
現を使用しております。 

なお、改定後の指針には、本冊
とは別に各人権課題の相談先一
覧を添付し、性犯罪・性暴力被害
者ワンストップ支援センターも掲
載する予定です。 

ー 11 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

4 女
性 

「第4章 人権課題ごとの取組」
「１ 女性」＜区の取組状況及び課
題認識＞の（困難女性支援）では、
「荒川区困難な問題を抱える女性
支援調整会議」のことしか触れて
いないが、実効性のある支援を行
うためには、実態の把握が不可欠
であるため、ぜひ＜取組の方向性
＞に、「困難な問題を抱える当事
者の女性の実態調査を行うことを
検討する」という旨を盛り込み、で
きれば来年度か再来年度には実
態調査が実施できるように準備を
進めてほしい。 
 区民に実態調査を行うことは、
被害者自身が自身の被害を「被
害」だと認識でき、相談窓口を把
握でき、援助希求力の向上につな
がる、困難女性支援にとってとて
も有効な施策だと考える。 
 

困難女性支援については、「荒
川区困難な問題を抱える女性支
援調整会議」での取組に加え、現
在改定中の「荒川区男女共同参
画社会推進計画（第６次）」素案
において、基本目標の一つに「ジ
ェンダーに基づくあらゆる暴力
の根絶を目指す・困難を抱える
女性への支援体制を整備する」
を位置づけているところであり、
今後、計画に基づいて取組を進
めていくこととしています。 
 困難な問題を抱える当事者の
実態調査に関しては、現在「ひと
り親家庭アンケート」を実施して
おりますが、今後、よりよい調査
の方法について検討してまいり
ます。 

ー 11 

5 

子
ど
も 

「第4章 人権課題ごとの取組」
「2 子ども」の〈区の取組状況及
び課題認識〉の最終段落２文目
に、以下の【 】内を追加してほし
い。 
 「また、虐待やいじめ等への取組
にとどまらず、【昨今増えつつある
不登校の複合的な要因、】貧困や
ヤングケアラーの状況にあること
等に起因する自己実現の阻害や
体験格差等、子どもの権利に関わ
る問題に対し、総合的な支援を行
っていくことが求められていま
す。」 
（理由）不登校については教育分
野にとどまらず、「29 条：教育を
受ける権利」、「3条：その子どもに
とって最も良いことを優先しても
らう権利」など、複合的に子ども
の権利の立場についても文章を
追加するべきだと思うため。 
 

素案では、貧困やヤングケアラ
ーの状態にあること等に起因す
る自己実現の阻害や体験格差
等、子どもの権利に関わる問題
に対し、総合的な支援を行って
いく旨を記載していますが、ご指
摘のありました「不登校」も自己
実現の阻害や体験格差を生む要
因の１つであることから、本文中
に「不登校」の記載を追記しま
す。 ◎ 

13 
～ 
14 

6 

「第4章 人権課題ごとの取組」
「2 子ども」〈取組の方向性〉「子
どもの権利・意見尊重のための総
合的な取組みの推進」に、以下の
【 】内を追加してほしい。 
（第１段落２文目） 
 「また、区としても、【様々な】子
どもの意見を区政に反映させる
機会を設けていきます。 
（理由）家に引きこもった不登校の
子ども達の意見が反映される場
があることも保証、明記していた
だきたいため。 
 

ご指摘の部分につきまして
は、登校しているか不登校であ
るかに関わらず、子どもの多様
な意見を反映させるという意味
で記載していることから、「子ど
もの多様な意見を区政に反映さ
せる機会を設けていきます。」と
いう表現とします。 

ー 14 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

7 

子
ど
も 

「第4章 人権課題ごとの取組」
「2 子ども」〈取組の方向性〉「子
どもの権利・意見尊重のための総
合的な取組みの推進」に、以下の
【 】内を追加してほしい。 
（第２段落） 
 「あらかわ子どもほっとらいん」
や「荒川区子どもの悩み110番」、
荒川区若者相談「わっか」等の相
談窓口において、子どもたちの悩
みに寄り添うとともに、【地域の子
どもの居場所、子ども食堂等の子
ども支援の活動とも連携し、】課
題解決の手助けを行い、子どもの
権利擁護を図ります。 
（理由）地域にて具体的に日々寄
り添いをしている子どもの居場
所、子ども食堂の存在を明記して
いただきたいため。（児童相談所
や学校などからも支援が必要な
子どもについてご紹介いただき、
子どもの居場所、子ども食堂は、
学校に行く事が出来ない子ども、
学校生活の中では生きにくいが
頑張って登校している子どもな
ど、日常毎日の寄り添いを長期に
わたって行っている。具体的に寄
り添って毎日を支援しているのは
子どもの居場所や子ども食堂な
どだと感じている。） 

 

区では、子どもの居場所づく
り事業を行う団体や、食事の提
供・学習支援等を行う団体への
支援を行うとともに、関係者同
士の連携を強化し、地域全体で
子どもを支える環境の整備に取
り組んでいます。 
 活動団体の皆様には、区と連携
して、様々な背景から支えを必
要としている子どもたち一人一
人の状況に寄り添い、日々の支
援を行っていただいていること
から、ご指摘を踏まえ、地域の
様々な団体との連携について文
中に追記します。 

◎ 14 

8 

「第4章 人権課題ごとの取組」
「2 子ども」〈取組の方向性〉「い
じめ防止及び早期発見・相談体制
の整備」の第１段落に、以下の【 】
内を追加してほしい。 
 区・学校・家庭・関係機関・地域
【の子ども支援の活動】との連携
強化を図り、いじめの防止・早期
発見・適切な対処のための対策を
総合的かつ効果的に推進します。 
（理由）地域にて具体的に日々寄
り添いをしている子どもの居場
所、子ども食堂の存在を明記して
いただきたいため。 

子どもの居場所・子ども食堂
等の子ども支援活動に取り組ま
れている団体につきましては、
子どもたちの心に寄り添い、
個々の状況に応じたきめ細やか
な対応を行っていただいている
ことから、要保護児童の早期発
見や保護を目的として関係機関
の連携を図る「荒川区要保護児
童対策地域協議会」に、団体の代
表者の参画をいただいておりま
す。 
 そのため、子ども支援活動をし
ている団体は、いじめの防止・早
期発見のために連携する主体と
して列記している「区・学校・家
庭・関係機関・地域」のうち、「地
域」だけでなく、「関係機関」にも
含まれているものと認識してお
ります。 
 子ども支援活動をされている
方以外にも、多様な関係機関や
地域で活動をされている方々も
いらっしゃることから、当該部分
につきましては、包括的な表現
とさせていただいております。 

 

ー 14 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

9 
高
齢
者 

高齢者の住宅施策について 
 住まいは、人権である。公的住宅
の充実を求める。 
 人は、急に高齢者になるわけで
はない。経済が年金頼みの高齢者
は多くなった。壮年期から、仕事
の退職後を見越した住宅政策を
実施してほしい。住み慣れた地域
で、人生の後半を生きられるよう
にしてほしい。掛け声だけでは不
十分である。 
 高齢になって、自分の住宅があ
る方は幸せである。しかし、仕事を
退職するまでに自分の住宅を持
てない、あるいは持たなかった人
もいる。近年、派遣社員、パートタ
イム労働などで生活してきた、せ
ざるを得なかった労働者は沢山
いる。老後の資金を充実させるこ
とが難しい人のために、区は、特
に高齢者の公的住宅を建設すべ
きである。 
 民間の賃貸住宅入居希望の方へ
の年齢差別をやめさせなくてはな
らない。賃貸住宅の大家や不動産
関係者の意識改革を求める。 
 どんなに広い住宅を所有して
も、家族の人数が変われば、必要
な住宅面積が変わる所有者も多
いと想像する。所有者は、住宅を
墓場まで持って行くことはできな
い。 
 経済活動が活発なときは、所得
税、住民税や消費税などで納税義
務を果たしてきた労働者に、人生
の後半にはそれに報いる形で、必
要な公的住宅を建設すべきであ
る。 
 

区では、高齢者用区営住宅の
提供と併せ、民間賃貸住宅への
転居が困難な高齢者世帯への物
件探し支援等を行い、高齢者が
住まいを確保できるよう取り組
んでおります。 
 今後も、不動産関係団体等を
構成員に含む居住支援協議会で
の議論を進め、高齢者が住宅の
確保に苦慮することのないよう、
取組を進めてまいります。 

ー 
15 
～ 
16 



48 

 

№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

10 

障
が
い
者 

障がい者も地域で生活していく
方向となっているが、当事者や家
族にとっては難しく、入院が必要
なケースもある。入院しなくてよ
ければ、地域でのびのび生活でき
ればよい。地域の理解が必要。 
 ヘルパー不足や、体を支えるた
めに力が必要なことなどから、麻
痺のある若い女性の入浴介助を
男性ヘルパーが行っているケース
がある。本人は自分の意思を伝え
ることのできない障がい状態にあ
るとはいえ、一般的な感覚として
人権侵害にあたるように思われ、
周囲が代弁していく必要があると
考える。 
 支援ではなくサービスを受けた
い（居宅介護、タクシー券等）。 
 以前は民生委員が地域を回って
いたが、最近は訪問がなく、障が
い者の存在が把握されていない
ので、訪問を行ってほしい。障が
い者が安心して暮らせるまちは、
地域の支援がないと実現できな
い。 

区では、障がいの有無に関わ
らず、誰もがお互いを尊重し、安
心して社会生活を送ることがで
きるよう、学校での人権教育、職
員や支援者に対する研修、区民
への啓発等を通じて、障がいに
対する地域の理解促進を図ると
ともに、障がい者の権利擁護に
努めていくこととしております。 
 ご意見をいただきました、障が
い者に対するサービスや見守り
の実施等につきましては、具体
的施策の中で対応を検討してま
いります。 

ー 
17 
～ 
19 

11 

障害者への差別解消、虐待防止
等更なる推進を願っている。虐待
防止コールセンターまたは相談窓
口の周知徹底をお願いする(この
素案に周知ではなく、これからの
周知を願いたい)。差別解消に関
しては相談の窓口の明記がない
が、虐待防止コールセンター、相談
窓口と同様か。  
 親亡き後も荒川区に住めるよう
更なる住居の整備をお願いする。
居住支援協議会があるとの事な
ので、よろしくお願いしたい。 
 「さくら教室」は参加者も多く内
容もとても充実しており、ありが
たい。今後ともよろしくお願いし
たい。 
 児童・生徒の復籍交流時の問題
は聞いており、架け橋となる大人
の配慮が必要と思われる。通常級
の教員の学習などが必要かと思
う。 
 発達に課題のある児童及び障害
児及び保護者の支援は、ぜひ今後
とも更なる支援をお願いしたい。
本当に大変な時ほど目が離せな
い、手が離せない時もある。私自
身、相談に行きたくとも行けな
い、そんな時もあった。また保護
者の心のケアも必要と思う。保護
者に支援をいただく事で保護者
の力になり、障害児も健やかに、
と願っている。 

ご指摘のありました差別解消
に関する相談窓口につきまして
は、P1７＜区の取組状況及び課
題認識＞の（障がいを理由とす
る差別の禁止・合理的配慮）に、
「障がい者差別の解消に向け、障
がい者及びその家族等を対象と
した相談窓口・コールセンターの
設置」と記載しております。構成
上、虐待防止の項（P18）と別立
ての記載となっておりますが、実
際の窓口は、差別解消・虐待防止
コールセンターとして一体的に
運用しております。 
 障がいの有無に関わらず互い
の人権を尊重し合い、「親なき
後」においても安心して暮らすこ
とができる地域社会の実現に向
け、学校での人権教育や職員・支
援者に対する研修、区民への啓
発の実施、相談・支援体制の充実
等、具体的施策の中で対応して
まいります。 

○ 
17 
～ 
19 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

12 
外
国
人 

外国人に対するヘイトスピーチ
がひどくなっている。外国人が優
遇されているかのようなデマを流
すことに対し、区として、しっかり
と対応していただきたい。 
 外国人差別をあおるようなチラ
シのポスティングや、ビラまきが
見受けられる。こういったことも、
荒川区では行えないような取り決
めをしてほしい。 
 また、言語や習慣の違いによる
トラブルが起こらないよう、区とし
ての取り組みもお願いしたい。 

区では、人権週間パネル展等
の実施や区報人権週間特集号の
発行・周知等により、外国人への
偏見やヘイトスピーチの解消に
向けた啓発活動に取り組んでい
ます。 
 また、言語や文化、生活習慣の
違いによるトラブルを防ぐため
の方策として、多言語による外
国人のための生活便利帳やごみ
の分別チラシ等の作成のほか、
日本語学校等への周知啓発を行
っています。 
 さらに、区役所窓口への外国語
が話せる職員の配置やタブレッ
ト端末等を利用した通訳サービ
スの導入等により、外国人の
方々が相談できる体制も整備し
ております。 
 区といたしましては、全ての人
が個性や違いのある他者を認
め、理解し合い、共生できる寛容
なまちを目指してまいります。 

 

ー 
22 
～ 
24 
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≪その他の意見≫ 

№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

13 

そ
の
他 

基本理念について、私は素晴ら
しい理念だと思う。ぜひ実現して
ほしい。 
 現在、出生届の父母との続柄に
「嫡出子／嫡出でない子」とある
が、記載を義務付ける戸籍法第
49 条 2 項 1 号は、法の下の平等
を保障する日本国憲法第 14 条 1
項に違反する。国際人権条約の自
由権規約第24条 1項にも違反し
ている。 
 現在の出生届では人権を保障で
きないので、人権を保障する観点
から、新しい出生届を要求すべき
である。 
 理念を理念のまま終わらせては
ならない。実行してほしい。 
 窓口対応の職員の教育も、徹底
してほしい。 

 

出生届における父母との続柄
の欄は、「嫡出子」「嫡出でない
子」の選択の他、出生の順序や性
別を記入する欄となっておりま
す。嫡出の別については、戸籍法
第 49 条第 2 項第 1 号により記
載が求められていることに加え、
記載内容により届出者の規定が
異なること（同法第５２条）から、
確認をさせていただいているも
のです。 
 また、 長男・長女等の記載は
同じ父母を持つ子ども間の兄弟
関係を明らかにするものであり、
それ自体が差別にあたるもので
はないと認識しております。 
 区といたしましては、非婚・未
婚の選択を含めた個人の生き方
や境遇に対して偏見の目を向け
たり、差別をしたりすることのな
いよう、人権尊重意識を醸成し
ていくことが重要と認識してお
り、今後も人権尊重の理念に基
づいた対応に努めるとともに、
人権意識を高めるための啓発に
取り組んでまいります。 

ー 

6 

14 

 女性と子どもの人権に関して、
出生届の子と父母との続柄の欄
は、どういった根拠で記入する必
要があるのか。 

ー 

15 

 国と行政は、現状の出生届で婚
外子差別を作っている。 
 親が法律婚しているかいないか
で、子どもを公的書類で差別記載
することや、親の生き方で子ども
を差別することは、子どもの人間
としての尊厳を踏みにじり、人権
侵害以外の何ものでもない。 
 同時に、母である女性の尊厳を
も踏みにじるものである。非婚で
子どもを産むかは、女性の選択の
権利であり、他人や国から非難さ
れるものでない。 
 嫡出概念を廃止すべきと考え
る。 
 

16 

 出生届の子と父母との続柄を問
う欄は、婚外子差別につながる。 
 国際条約の児童の権利に関する
条約第 2 条は、出生差別を禁止し
ている。 
 全ての人の人権を尊重するので
あれば、現在使用している出生届
のこの欄は、国際条約に鑑みると
違法だと思う。 
 法務省の指示でこの届書を使っ
ていると思うが、出生届を所与の
ものとするのでなく、人権推進の
理念に基づき、法務省に人権を尊
重する出生届を要望すべきであ
る。 
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№ 区分 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 
該当 
ﾍﾟｰｼﾞ 

17 

そ
の
他 

 出生届の父母との続柄の欄にお
いて、「嫡出子、嫡出でない子」の
後、記入例をみると「長男」と記入
がある。これは子どもの序列化
で、差別である。 
 子は平等であり、すべて「子」で
良いのではないか。 
 家父長制の残滓を取り除くべき
である。 
 例えば、ある人が10人の人と結
婚離婚を繰り返し、結婚の度に子
どもが生まれた場合、長男長女が
10人いることになる。子どもを長
男長女と記す意味がない。 
 法務省へ、出生届のこの欄の修
正変更を求めるべきである。 

（再掲） 
出生届における父母との続柄

の欄は、「嫡出子」「嫡出でない
子」の選択の他、出生の順序や性
別を記入する欄となっておりま
す。嫡出の別については、戸籍法
第 49 条第 2 項第 1 号により記
載が求められていることに加え、
記載内容により届出者の規定が
異なること（同法第５２条）から、
確認をさせていただいているも
のです。 
 また、 長男・長女等の記載は
同じ父母を持つ子ども間の兄弟
関係を明らかにするものであり、
それ自体が差別にあたるもので
はないと認識しております。 
 区といたしましては、非婚・未
婚の選択を含めた個人の生き方
や境遇に対して偏見の目を向け
たり、差別をしたりすることのな
いよう、人権尊重意識を醸成し
ていくことが重要と認識してお
り、今後も人権尊重の理念に基
づいた対応に努めるとともに、
人権意識を高めるための啓発に
取り組んでまいります。 

 

ー ー 

18 

 巻末の「【資料】国・都における人
権に関する主要年表」について、
令和 5（2023）年の欄に、「刑法
改正（「不同意性交等罪・不同意わ
いせつ罪」への改正及び「性的姿
態撮影罪」などの新設）」と追記し
てほしい。 
（理由） 
 平成 17 年（2005）年の欄には
「刑法改正（「人身売買罪」の新
設）」との記載があるが、上記の大
きな人権に関わる刑法改正の記
載がないのは不自然であるため。 
 2023 年の刑法改正前までは、
性暴力という人権侵害が行われ
ても、性犯罪と認められずに人権
侵害が放置されてきた経緯があ
り、それを大きく転換する画期的
な改正を、ここに明記し行政にか
かわる者や区民全体に周知するこ
とで、性暴力被害者への人権侵害
をさらに抑止・防止し、人権侵害
の被害者を支援・救済することに
資するという意味でも重要である
と考える。 
 

ご指摘を踏まえ、巻末の「国・
都における人権に関する主要年
表」に、令和 5（2023）年の刑法
改正を追記します。 

◎ 66 
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第 48 回荒川区政世論調査（抜粋） 

 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）荒川区在住の満 18 歳以上の個人（住民基本台帳による） 

（標 本 数）3,000 人 

（抽出方法）層化２段階無作為抽出（７地区に分類し対象者を抽出） 

（調査期間）令和５（２０２3）年８月 29 日～令和５（２０２3）年９月 29 日 

（調査方法）郵送配布／郵送またはインターネット回答による回収 

（有効回収数）1,287 件 

（有効回収率）42.9％ 

 

 

（１）人権が守られているか 

◇「十分ではないが守られている」が６割半ば近く 

 

問 22 あなたは、今の社会は人権が守られていると思いますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

人権が守られているか聞いたところ、「十分ではないが守られている」（64.6％）が６

割半ば近くと最も高く、次いで「あまり守られていない」（17.0％）、「十分守られている」

（12.1％）と続いている。 

 

   

単位：％　

無回答

男 (n=451)

全体 (n=1287)

十分守られている
十分ではないが守

られている
あまり守られてい

ない
全然守られていな

い

16.6 64.3 14.2

1.6 3.3

12.1 64.6 17.0

2.1

4.1
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（２）関心のある人権問題 

◇「子どもに対するいじめ・虐待」が６割半ば近く 

 

問 23 あなたが、関心があり、解消に向けて取り組むべきと考える人権問題は何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心のある人権問題について聞いたところ、「子どもに対するいじめ・虐待」

（63.7％）が６割半ば近くと最も高く、次いで「インターネット上での誹謗中傷・個人情

報の暴露」（63.1％）、「障がい者に対する偏見・差別・虐待」（43.4％）と続いている。 

子どもに対するいじめ・虐待

インターネット上での誹謗中傷・個人
情報の暴露

障がい者に対する偏見・差別・虐待

女性に対する差別・暴力

高齢者に対する差別・虐待

様々なハラスメント

北朝鮮による拉致問題

外国人に対する偏見・差別

性的指向・性自認を理由とする偏見・
差別

性的搾取・強制労働等を目的とした人
身取引

感染症（ＨＩＶ・新型コロナウイルス
感染症等）に関連する偏見・差別

犯罪被害者やその家族に対する偏見・
差別

震災等の災害に起因する偏見・差別

ホームレスに対する偏見・差別

刑を終えて出所した人やその家族に対
する偏見・差別

アイヌの人々に対する偏見・差別

自分や家族の出身地に対する偏見・差
別（部落差別）

特になし

その他

無回答

％

63.7

63.1

43.4

38.5

37.7

33.3

25.3

20.7

20.4

17.0

16.8

16.1

15.4

11.0

10.7

9.6

9.0

3.9

2.3

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70

(n=1287)
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（３）人権を侵害された経験 

◇「どちらも経験がない」が５割半ばを超える 

 

問 24 これまでに自分が人権を侵害された経験や、身の周りで他の人が人権侵害を受けてい

ることを見聞きした経験はありますか。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権を侵害された経験の有無について聞いたところ、「どちらも経験がない」

（57.7％）が５割半ばを超えて最も高く、次いで「身の周りで人権侵害を見聞きした経

験がある」（21.1％）、「人権を侵害された経験がある」（9.6％）と続いている。  

また、「人権を侵害された経験がある」と「どちらも経験がある」をあわせた人権を侵

害された経験がある人の総数（16.6％）は、１割半ばを超えている。 

 

  

単位：％　

無回答

男 (n=451)

全体 (n=1287)

人権を侵害された
経験がある

身の周りで人権侵
害を見聞きした経

験がある

どちらも経験があ
る

どちらも経験がな
い

8.9 22.4 6.2 60.1

2.4

9.6 21.1 7.0 57.7 4.6
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（３－１）どのような人権侵害だったか  

◇「職場等でのハラスメント」が４割半ば 

 

問 24-1 （問 24 で「１」、「２」、「３」とお答えの方に伺います） 

以下のうち、どのような人権侵害でしたか（問 24 で「３」を選んだ方は、あなたが

経験した人権侵害についてお答えください）（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような人権侵害だったか聞いたところ、「職場等でのハラスメント」（45.7％）が４

割半ばと最も高く、次いで「子どもに対する虐待・いじめ」（25.7％）、「障がいを理由と

した偏見・差別」（23.5％）と続いている。 

 

  

職場等でのハラスメント

子どもに対する虐待・いじめ

障がいを理由とした偏見・差別

性別を理由とした偏見・差別

インターネット上の悪意のある書き込み

外国人であることを理由とした偏見・差別

高齢を理由とした偏見・差別

性的指向・性自認に対する偏見・差別

自分や家族の出身地に対する偏見・差別（部
落差別）

感染症（ＨＩＶ・新型コロナウイルス感染症
等）を理由とした偏見・差別

その他

無回答

％

45.7

25.7

23.5

22.6

20.2

19.1

13.2

9.1

6.4

2.9

4.9

1.2

0 10 20 30 40 50

(n=486)
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（３－２）人権侵害の対応  

◇「相談しなかった・できなかった」が３割半ばを超える 

 

問 24-2 （問 24 で「１」、「３」とお答えの方に伺います） 

人権を侵害されることがあったとき、あなたはどのように対応しましたか。 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権侵害の対応について聞いたところ、「相談しなかった・できなかった」（37.4％）

が３割半ばを超えて最も高く、次いで「家族や友人に相談した」（34.1％）、「相手に直接

抗議した」（19.6％）と続いている。 

 

  

家族や友人に相談した

相手に直接抗議した

会社に相談した

専門の相談窓口に相談した

学校に相談した

ＳＮＳ利用者に相談した

その他

相談しなかった・できなかった

無回答

％

34.1

19.6

13.1

9.8

8.4

2.3

4.7

37.4

3.7

0 10 20 30 40

(n=214)
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（３－３）相談できなかった理由  

◇「相談しても仕方ない（解決されない）と思ったから」が７割半ば近く 

 

問 24-3 相談しなかった・できなかった理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談できなかった理由について聞いたところ、「相談しても仕方ない（解決されない）

と思ったから」（73.8％）が７割半ば近くと最も高く、次いで「他人に話したくない（思い

出したくない）と思ったから」（25.0％）、「相手から報復されるのが怖かったから」

（21.3％）と続いている。 

 

  

相談しても仕方ない（解決されな
い）と思ったから

他人に話したくない（思い出した
くない）と思ったから

相手から報復されるのが怖かった
から

相談先がわからなかったから

相談するほどのことではないと
思ったから

対面では相談しづらかったから

電話では相談しづらかったから

その他

無回答

％

73.8

25.0

21.3

18.8

11.3

6.3

5.0

6.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(n=80)
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（４）多様性を認め合う社会への取組  

◇「さまざまな支援制度の案内・周知」が４割半ば近く 

 

問 25 すべての人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会を実現するためには、どのよう

な事業や取組が必要だと考えますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様性を認め合う社会への取組について聞いたところ、「さまざまな支援制度の案

内・周知」（43.6％）が４割半ば近くと最も高く、次いで「相談窓口の案内・周知」

（42.2％）、「子どもを対象とした啓発イベント・教室」（38.2％）と続いている。 

 

  

さまざまな支援制度の案内・周知

相談窓口の案内・周知

子どもを対象とした啓発イベン
ト・教室

関係法令の整備

大人を対象とした人権啓発の講演
会・セミナー

会社や企業における啓発の取組

地域における交流の推進

その他

無回答

％

43.6

42.2

38.2

33.0

29.7

24.9

18.6

3.3

5.4

0 10 20 30 40 50

(n=1287)
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（５）多様性を認め合う社会へ自身ができること  

◇「自分の心の中に偏見や差別意識がないか今一度確認し、相手の立場に立った言

動を心がける」が７割強 

 
問 26 すべての人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会を実現するために、あなた自

身ができることはどんなことですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様性を認め合う社会へ自身ができることについて聞いたところ、「自分の心の中に

偏見や差別意識がないか今一度確認し、相手の立場に立った言動を心がける」

（72.3％）が７割強と最も高く、次いで「ニュースや新聞を見て、人権に関する知識や理

解を深める」（55.0％）、「子どもや家族と、人権について話す機会をもつ」（24.1％）と

続いている。 

  

自分の心の中に偏見や差別意識がないか今一度確

認し、相手の立場に立った言動を心がける

ニュースや新聞を見て、人権に関する
知識や理解を深める

子どもや家族と、人権について話す機
会をもつ

身の周りで人権侵害があったら、区役所など
の専門の窓口に通報や相談をする

身の周りで人権侵害を受けた人がいた
ら、自分から声をかけて話を聞く

人権に関する講演会やイベント等に参
加する

人権に関連したボランティア活動に参
加する

人権を守るために活動している団体に
対し、寄付をする

その他

無回答

％

72.3

55.0

24.1

23.8

12.5

7.8

5.2

4.4

2.1

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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第 50 回荒川区政世論調査（抜粋） 

 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）荒川区在住の満 18 歳以上の個人（住民基本台帳による） 

（標 本 数）3,000 人 

（抽出方法）層化２段階無作為抽出（７地区に分類し対象者を抽出） 

（調査期間）令和７（2025）年８月 30 日～令和７（2025）年９月 30 日 

（調査方法）郵送配布／郵送またはインターネット回答による回収 

（有効回収数）1,552 件 

（有効回収率）51.7％ 

 

 

（１）人権が守られているか 

◇《守られている》が７割を超え、《守られていない》が２割強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権が守られているか聞いたところ、「十分守られている」（15.2％）と「十分ではな

いが守られている」（59.2％）を合わせた《守られている》（74.4％）の割合は７割を超

えている。 

一方、「あまり守られていない」（17.9％）と「全然守られていない」（3.4％）を合わせ

た《守られていない》（21.3％）は２割強となっている。 
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（２）関心のある人権問題 

◇「子どもに対するいじめ・虐待」が５割強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心のある人権問題について聞いたところ、「子どもに対するいじめ・虐待」

（52.6％）が５割強と最も高く、次いで「インターネット上での誹謗中傷・個人情報の暴

露」（47.5％）が５割近くで高くなっている。 
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（３）多様性を認め合う社会の実現に必要な取組 

◇「さまざまな支援制度の案内・周知」が４割超 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様性を認め合う社会の実現に必要な取組について聞いたところ、「さまざまな支援

制度の案内・周知」（44.3％）が４割を超え最も高く、以下、「相談窓口の案内・周知」

（40.9％）、「子どもを対象とした啓発イベント・教室」（34.0％）が続いている。 
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国・都における人権に関する主要年表 

 

昭和 22 (1947)年 日本国憲法施行 

昭和 23 (1948)年 国連総会で世界人権宣言採択 

昭和 40 (1965)年 同和対策審議会答申 

昭和 44 (1969)年 同和対策事業特別措置法施行 

昭和 54 (1979)年 国際人権規約批准 

昭和 56 (1981)年 難民の地位に関する条約加入 

昭和 60 (1985)年 女子差別撤廃条約締結 

昭和 61(1986)年 
男女雇用機会均等法施行(平成 9、18、28、令和 2 年

改正) 

昭和 62 (1987)年 地対財特法施行(平成 13 年度末終了) 

平成 4 (1992)年 育児・介護休業法施行(平成 17、21、令和 3 年改正) 

平成 5 (1993)年 障害者基本法施行(平成 16、23 年改正) 

平成 6 （1994)年 
人権教育のための国連 10 年を決議 

児童の権利条約批准 

平成 7 (１995)年 
人種差別撤廃条約加入 

東京都福祉のまちづくり条例施行(平成 21 年改正) 

平成 8 (1996)年 らい予防法廃止 

平成 9 (1997)年 

「人権教育のための国連 10 年」に関する国内行動計画

策定 

人権擁護施策推進法施行 

アイヌ文化振興法施行(令和元年廃止) 

平成 11(1999)年 

男女共同参画社会基本法施行（令和７年改正） 

児童買春・児童ポルノ禁止法施行(平成 16、26 年改

正) 

拷問等禁止条約加入 

平成 12 (2000)年 

児童虐待防止法施行(平成 19、令和元年改正) 

ストーカー規制法施行(平成 25、28 年改正) 

犯罪被害者保護法施行 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律施行 

東京都人権施策推進指針策定 

介護保険法施行(平成 17 年改正) 

東京都男女平等参画基本条例施行（令和４年改正） 
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平成 13 (2001)年 
配偶者暴力防止法施行(平成 16、19、25、令和元、５年

改正) 

平成 14 (2002)年 

人権教育・啓発に関する基本計画策定(平成 23 年一部

変更) 

ホームレス自立支援法施行 

プロバイダ責任制限法施行(令和 3、６年改正) 

身体障害者補助犬法施行 

平成 15 (2003)年 
個人情報の保護に関する法律施行(令和 3 年改正) 

出会い系サイト規制法施行 

平成 16 (2004)年 性同一性障害者性別特例法施行(平成 20 年改正) 

平成 17 (2005)年 

犯罪被害者等基本法施行 

発達障害者支援法施行 

児童福祉法改正(児童虐待防止対策の充実・強化) 

刑法改正(「人身売買罪」の新設) 

平成 18 (2006)年 

国連人権理事会設置 

高齢者虐待防止法施行 

障害者自立支援法施行(平成 23、２５年改正) 

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対

処に関する法律施行(平成 19 年改正) 

バリアフリー新法施行 

平成 19 (2007)年 探偵業の業務の適正化に関する法律施行 

平成 20 (2008)年 
東京都犯罪被害者等支援推進計画策定 

更生保護法施行 

平成 21(2009)年 
ハンセン病問題基本法施行 

強制失踪条約批准 

平成 23 (2011)年 
東京都犯罪被害者等支援計画策定 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」決議 

平成 24 (2012)年 

入管法等改正法施行 

住民基本台帳法改正法施行 

子ども・子育て支援法成立 

障害者虐待防止法施行 
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平成 25 (2013)年 

国連に北朝鮮人権調査委員会を設置 

障害者総合支援法施行 

高年齢者雇用安定法改正法施行(令和 3 年改正) 

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法

等の一部を改正する法律施行 

障害者差別解消法成立 

障害者雇用促進法改正 

いじめ防止対策推進法施行 

民法の一部を改正する法律施行 (嫡出でない子の相続

分が嫡出子の相続分と同等になる) 

平成 26 (2014)年 

障害者権利条約批准 

ハーグ条約批准 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

に関する法律施行 

アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴

となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針閣議

決定(平成 29 年一部変更) 

東京都いじめ防止対策推進条例施行 

平成 27(2015)年 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律成立 

東京都人権施策推進指針改定 

平成 28 (2016)年 

障害者差別解消法施行(令和 3 年改正) 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律施行 

部落差別の解消の推進に関する法律施行 

平成 29 (2017)年 
特定異性接客営業等の規制に関する条例施行 

刑法改正(性犯罪の厳罰化) 

平成 30 (2018)年 

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関す

る条例施行 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の

実現を目指す条例制定(令和 4 年一部改正) 
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平成 31・令和元 

(2019)年 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための

施策の推進に関する法律施行 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律成立 

東京都子供への虐待の防止等に関する条例施行 

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関す

る法律施行 

令和 2 (2020)年 

東京都犯罪被害者等支援条例施行 

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例施行 

「ビジネスと人権」に関する行動計画策定 

令和 3 (2021)年 東京都こども基本条例施行 

令和 4 (2022)年 東京都手話言語条例施行 

令和 5 (2023)年 

こども基本法施行 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する国民の理解の増進に関する法律施行 

刑法改正（罪名や成立要件変更など性犯罪関係） 

令和６ (202４)年 
共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行 

令和７ (202５)年 

情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制

限法）施行 

手話に関する施策の推進に関する法施行 

こども性暴力防止法施行 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行 

東京都障害者情報コミュニケーション条例施行 

人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）策定 
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